令和　　年　　月　　日　
（宛先）京都市長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

「しまつのこころ条例」に基づく事業者報告書制度に係る
面積要件非該当の報告

「しまつのこころ条例」に基づく事業者報告書制度（特定食品関連事業者減量計画書、２Ｒ取組等事業者報告書兼計画書）につきまして、以下のとおり提出義務に係る規模要件を満たさない旨、報告します。
なお、引き続き、条例の規定に沿った運営を継続するとともに、次年度以降、再び規模要件に該当することになった場合は御報告のうえ、提出対象となる事業者報告書を提出いたします。

	
	食品小売業
	物品小売業
	飲食業
	食品製造業
食品卸売業

	店舗等の数
	店舗
	店舗
	店舗
	店舗

	延床面積の合計
	㎡　
	㎡　
	㎡　
	㎡　


注１　京都市内の店舗等のみが対象で、フランチャイズ店を含む。
注２　延べ床面積は、バックヤードを含めた事業の用に供している床面積
注３　提出年度の年４月１日時点の店舗等の数、床面積の合計を記入ください。

（参考）提出用エクセルＢの規模要件及び業種一覧
規模要件：市内チェーン店が２店舗以上あり、その延べ床面積の合計が3,000㎡以上（業種ごと）
	業種分類
	業種分類の詳細

	食品小売業
	総合スーパーマーケット・百貨店

	
	食料品スーパーマーケット

	
	コンビニエンスストア

	
	ドラッグストア・均一価格店・ホームセンター

	
	その他食料品・飲料小売業

	物品小売業
	家具・電気機械器具小売業

	
	衣服・靴・スポーツ用品

	
	自動車（二輪含む）・自転車

	
	その他の小売業

	飲食店業
	食堂・レストラン

	
	喫茶店

	
	その他の飲食店

	
	施設給食業

	
	その他の持ち帰り・配達飲食サービス業

	食品製造業
	食料品（食品加工含む）

	食品卸売業
	飲食料品関連


業種一覧：

